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○
経
済
産
業
省
令
第
八
十
六
号

実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
四
十
三
条
第
五
項
、

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る

号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
五
項
、

法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
二
項
並
び
に
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例

の
一
部
を
改
正
す
る

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
許
法
施
行
規
則
等

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日

枝
野

幸
男

経
済
産
業
大
臣

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
許
法
施
行
規
則
等

（
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条第

二
十
七
条
の
三
の
三
第
二
項
第
四
号
中
「
世
界
知
的
所
有
権
機
関
を
通
じ
て
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
特

許
法
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
し
た
出
願
の
区
分
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、
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
特
許
庁
長
官
に
提
供
す
る
」
の
下
に
「
た
め
の
ア
ク
セ
ス
コ
ー
ド
及
び
同
項
に
規
定
す
る
書

類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
特
許
庁
長
官
に
提
供
す
る
国
又
は
」
を
加
え
る
。

第
条

の
３

の
３

第
３

項
第

３
号

に
規

定
す

る
事

項
を

願
書

に
記

載
し

て
当

該
事

項
を

記

様
式
第
二
十
六
の
備
考

中
「

2
7

28

載
し

た
書

面
の

提
出

を
省

略
す

る
と

き
は

出
願

番
号

の
次

に
出

願
の

区
分

及
び

ア

「
【

」

」
の
下
に
「
「
【

】
」

「
【

【

、

ク
セ

ス
コ

ド
を

設
け

て
そ

れ
ぞ

れ
優

先
権

の
主

張
の

基
礎

と
し

た
出

願
の

区
分

特
許

実
用

新
案

登

ー

】
」

（
「

」

「

、
、

、

録
等

の
別

及
び

特
許

法
第

条
第

２
項

に
規

定
す

る
書

類
に

記
載

さ
れ

て
い

る
事

項
を

電
磁

的
方

法
に

よ
り

特
許

庁
長

」

）

4
3

官
に

提
供

す
る

た
め

の
ア

ク
セ

ス
コ

ド
を

記
載

し
そ

の
次

に
優

先
権

証
明

書
提

供
国

機
関

を
設

ー

」
を
、
「
「
【

（

）
】

、

け
て

特
許

法
第

条
第

２
項

に
規

定
す

る
書

類
に

記
載

さ
れ

て
い

る
事

項
を

電
磁

的
方

法
に

よ
り

特
許

庁
長

官

」
の
下
に
「

4
3

「
【

「
【

】

パ
リ

条
約

に
よ

る
優

先
権

等
の

主
張

【

】

国
名

」
を
加
え
、

【

】

を

に
提

供
す

る
国

の
国

名
を

記
載

し
又

は
出

願
日

、
【

】

出
願

番
号

（
【

（

）
】
）

優
先

権
証

明
書

提
供

国
機

関

（
【

（

）

】
）
」

提
供

国
機

関
に

お
け

る
出

願
の

番
号
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】

パ
リ

条
約

に
よ

る
優

先
権

等
の

主
張

【

】

国
名

【

】

出
願

日

【

】

に
改
め
る
。

出
願

番
号

（
【

】
）

出
願

の
区

分

（
【

】
）

ア
ク

セ
ス

コ
ド

ー

（
【

（

）
】
）

優
先

権
証

明
書

提
供

国
機

関

（
【

（

）

】
）
」

提
供

国
機

関
に

お
け

る
出

願
の

番
号

（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

実
用
新
案
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条

特
許

法
施

行
規

則
第

条
の

３
の

３
第

３
項

第
３

号
に

規
定

す
る

事
項

を
願

書
に

記
載

し
て

当

様
式
第
一
の
備
考

中
「

2
7

30

「
【

】
」

」
の
下
に
「
「
【

】
」

該
事

項
を

記
載

し
た

書
面

の
提

出
を

省
略

す
る

と
き

は
出

願
番

号
の

次
に

出
願

の
区

分
、

「
【

】
」

（
「

」

「

及
び

ア
ク

セ
ス

コ
ド

を
設

け
て

そ
れ

ぞ
れ

優
先

権
の

主
張

の
基

礎
と

し
た

出
願

の
区

分
特

許

ー

、
、

、

実
用

新
案

登
録

等
の

別
及

び
実

用
新

案
法

第
条

に
お

い
て

準
用

す
る

特
許

法
第

条
第

２
項

に
規

定
す

る
書

類
に

記

」

）

1
1

4
3

」

載
さ

れ
て

い
る

事
項

を
電

磁
的

方
法

に
よ

り
特

許
庁

長
官

に
提

供
す

る
た

め
の

ア
ク

セ
ス

コ
ド

を
記

載
し

そ
の

次
に

ー

、
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優
先

権
証

明
書

提
供

国
機

関
を

設
け

て
特

許
法

第
条

第
２

項
に

規
定

す
る

書
類

に
記

載
を
、
「
「
【

（

）
】

」
の
下
に
「

4
3

パ
リ

条

「
【

国【出【

」
を
加
え
、

さ
れ

て
い

る
事

項
を

電
磁

的
方

法
に

よ
り

特
許

庁
長

官
に

提
供

す
る

国
の

国
名

を
記

載
し

又
は

、

出【優

（
【提

（
【

「
【

】

パ
リ

条
約

に
よ

る
優

先
権

等
の

主
張

】

【

】

約
に

よ
る

優
先

権
等

の
主

張
国

名

】

【

】

名
出

願
日

】

【

】

願
日

出
願

番
号

を

に
改
め
る
。

】

（
【

】
）

願
番

号
出

願
の

区
分

（

）
】
）

（
【

】
）

先
権

証
明

書
提

供
国

機
関

ア
ク

セ
ス

コ
ド

ー

（

）

】
）
」

（
【

（

）
】
）

供
国

機
関

に
お

け
る

出
願

の
番

号
優

先
権

証
明

書
提

供
国

機
関

（
【

（

）

】
）
」

提
供

国
機

関
に

お
け

る
出

願
の

番
号

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）
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の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
様
式
第
七
若
し
く
は
様
式
第
七
の
二
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
三
号
中
「
願
書
」
の
下
に
「
に
あ
つ
て
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
」
を
加
え
、
「
が
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第

七
」
を
「
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
八
」
に
改
め
、
「
ま
で
に
よ
り
」
の
下
に
「
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
六
十
三
条
第
一
項
第
五
号
中
「
様
式
第
二
十
一
又
は
様
式
第
二
十
一
の
二
」
を
「
別
に
定
め

る
様
式
」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
七

削
除

様
式
第
七
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
七
の
二

削
除

様
式
第
二
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
一

削
除

様
式
第
二
十
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
二
十
一
の
二

削
除

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一

第
四
条

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

特
許

法
施

行
規

則
第

条
の

３
の

３
第

３
項

第
３

号
に

規
定

す
る

事
項

を
記

録
す

る
と

き
は

様
式
第
九
の
備
考

中
「

2
7
24

、

出
願

番
号

の
次

に
出

願
の

区
分

及
び

ア
ク

セ
ス

コ
ド

を
設

け
て

そ
れ

ぞ
れ

「
【

】
」

」
の
下
に
「
「
【

】
」

「
【

】
」

ー
、

優
先

権
の

主
張

の
基

礎
と

し
た

出
願

の
区

分
特

許
実

用
新

案
登

録
等

の
別

及
び

特
許

法
第

条
第

２
項

（
「

」

「

」

）

4
3

、
、

に
規

定
す

る
書

類
に

記
載

さ
れ

て
い

る
事

項
を

電
磁

的
方

法
に

よ
り

特
許

庁
長

官
に

提
供

す
る

た
め

の
ア

ク
セ

ス
コ

ド
を

ー

記
録

し
そ

の
次

に
優

先
権

証
明

書
提

供
国

機
関

を
設

け
て

特
許

法
第

条
第

２
項

に

」
を
、
「
「
【

（

）
】

」
の
下
に
「

4
3

、

」

規
定

す
る

書
類

に
記

載
さ

れ
て

い
る

事
項

を
電

磁
的

方
法

に
よ

り
特

許
庁

長
官

に
提

供
す

る
国

の
国

名
を

記
録

し
又

は
、

「
【

】

パ
リ

条
約

に
よ

る
優

先
権

等
の

主
張

「
【

】

【

】

パ
リ

条
約

に
よ

る
優

先
権

等
の

主
張

国
名

【

】

【

】

国
名

出
願

日

を
加
え
、

【

】

を

【

】

出
願

日
出

願
番

号

【

】

（
【

】
）

出
願

番
号

出
願

の
区

分
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（
【

（

）
】
）

（
【

】
）

優
先

権
証

明
書

提
供

国
機

関
ア

ク
セ

ス
コ

ド

ー

（
【

（

）

】
）
」

（
【

（

）
】
）

提
供

国
機

関
に

お
け

る
出

願
の

番
号

優
先

権
証

明
書

提
供

国
機

関

提
供

国
機

関
に

お
け

る
出

願
の

番

（
【

（

）

に
改
め
る
。

】
）
」

号

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。


